
  

 

 

 

    【エコアクション 21 って？】   
 

エコアクション２１は、全ての事業者の方が、環境配慮の取組を低コスト、かつ、手間のかからない 

管理体制で導入することができる環境省の策定したガイドラインに基づく認証・登録制度です。 

その取組やすさ、経済的負担の尐なさから、全国の中小企業に広がりつつあります。 

詳しくは、裏面「導入のメリット」または「エコアクション21中央事務局」のホームページ等をご覧ください。 
  

 

    【助成金を交付します！】      
  
品川区では、区内中小企業の環境に配慮した事業活動を支援するため、環境マネジメントシステム

「エコアクション 21」を初めて認証取得した際の経費の一部を助成します。 

 

 助成対象  次の要件をすべて満たしていることが要件となります。 

             ⑴ 中小企業基本法第2条に規定する「中小企業者」に該当すること。 

⑵ 区内に主たる事業所等があり、1年以上継続して事業を営んでいること。 

⑶ 平成23年4月1日以降にエコアクション21を初めて認証・登録したこと。 

 

 対象経費  エコアクション21の認証・登録に要した経費のうち 

          ① 審査費用  ② 現地審査のための交通費・宿泊費  ③ 認証・登録料 

 

 助成金額  対象経費の1/2の額（上限額：15万円） 

 

 助成件数  4事業者（申込先着順） 

 

 申請方法  区ホームページ等で配布する「助成金交付申請書」に添付書類を添えて、都市
環境部環境課へご持参ください。詳しくは、区ホームページをご覧頂くか、裏面お
問合せ先までご連絡ください。 

 

 申請期間  平成 29年 4月 3日(月) ～平成 30年 3月 16日(金)＊休日等を除く 
 
 

    【エコアクション21の認証取得を包括的にフォローします！】       
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中小企業に最適！環境マネジメントシステム 
 

「「エエココアアククシショョンン 2211」」のの認認証証取取得得にに  

助助成成金金をを交交付付ししまますす！！  
  

 ＱＱ  

￥￥  

品川区では、エコアクション 21 に関する基礎的な説明会から、実際の認証取得の支援まで、包括

的にフォローします！詳しくは、区ホームページ等でご確認ください。 

【これから情報収集・導入検討する方向け】 【実際に認証取得を目指す方向け】 

●エコアクション２１導入説明会  
平成 29年 5月 24日(水) 

●エコアクション２１認証取得セミナー 
平成 29年 6月 21日(水)～10月 25日（水）(全 4回) 



 

 

 

   【エコアクション２１導入のメリット】   
 

 

①  「経費削減」  
 

電気・ガス・水道等の使用の無駄を発見し、かつ、目標管理を徹底することで経費削減につながり
ます。また、事業所を挙げて取り組んでいくことで、社員の方のコスト意識の向上にも役立ちます。 
  

 

②  「企業イメージの向上」  
 

 第三者機関の認証を受けることで、社会的な信頼を得ることができます。 
 “認定ロゴマーク”の使用や“環境レポート”の公表によって、取引先や消費者からの企業 
イメージの向上を図ります。また、CSR活動の一環として取り組むこともできます。 
 

 

③ 「金融機関の低利融資制度」  
 

日本政策金融公庨をはじめ、多くの金融機関で、エコアクション２１に取り組む事業者への低利融
資制度が始められています。 
 

 

 

  【助成金交付手続の流れ】          

 

（先着 4事業者） 

  環境課環境推進係の窓口にご提出ください。 

                           申請書は、区ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからもﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞできます。  
 

             審査 

    

                                申請内容を審査・確認後、助成金の交付を決定した 

場合は、交付決定通知書を送付します。 

 
                                             

     必要事項を記入のうえ、環境課環境推進係の窓口 

にご提出ください。   
  

 

 

指定された口座に助成金を振り込みます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

♪♪  

お問合せ先 
 品川区 都市環境部 環境課 環境推進係 

  〒142-8715 品川区広町 2-1-36(本庁舎 6F) 

  [電話]5742-6755 [FAX]5742-6853 

助成金請求書の提出 

助成金口座振込み 

 

交付申請書の提出 

交付決定通知書の送付 


